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①堤防の河川管理用通路・排水樋管付近・坂路

などに雪を捨てないでください。

→施設損傷の原因になります。

雪は指定された高水敷へ捨ててください。

②雪と一緒に砂利やゴミ等を捨てないでください。

→川はみんなのものです。

清潔に保つ必要があります。

ご協力
お願いいたします！

毎年冬期間は、鮭川や真室川の河川敷を雪捨て場として山形県や関係
市町村へ提供しています。この雪捨て場は関係機関が国土交通省から占
用許可を得て、確保している場所です。

今年ももうすぐ冬がやってきますね！雪がだんだん多くなり、各雪捨て場へ雪を捨てる

事になるかと思いますが、以下の点に注意して雪を捨ててください。

雪捨て場の場所

が決定したら、今度
紹介するよ！
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〒999-5203
山形県最上郡鮭川村大字川口字鶴田野3018-4
国土交通省 新庄河川事務所 鮭川出張所 担当 荒井・小野
TEL 0233-55-3020 FAX 0233-55-3083
HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou/
★「みずおと」をご覧になっての感想やご意見をお寄せ下さい。
★工事現場や河川管理施設を見学されたい方は鮭川出張所までご連絡下さい。


